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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第19期

第３四半期
連結累計期間

第20期
第３四半期
連結累計期間

第19期

会計期間
自 2021年１月１日
至 2021年９月30日

自 2022年１月１日
至 2022年９月30日

自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

売上高 （千円） 2,935,340 4,745,769 4,358,535

経常利益 （千円） 189,932 648,800 243,651

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
（千円） 135,838 447,955 178,869

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 156,056 519,491 214,263

純資産額 （千円） 1,022,431 1,580,759 1,080,621

総資産額 （千円） 3,520,108 3,967,059 3,802,999

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 53.92 177.82 71.00

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） 53.89 177.79 70.96

自己資本比率 （％） 28.3 39.1 27.8

 

回次
第19期

第３四半期
連結会計期間

第20期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

自 2022年７月１日
至 2022年９月30日

 

１株当たり四半期純利益 （円）
　

29.53 94.55

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につい

ては、当該会計基準等を適用した後の指標等を記載しております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況において、新型コロナウイルス感染症が影

響を及ぼす可能性があると認識している特に重要なリスクは次のとおりです。

 

（在外駐在員、海外渡航者数の急激な減少について）

　当社グループの中核的な事業は、主に海外駐在者、海外渡航者に対するアシスタンスサービスの提供であります。

そのため、国内外の不況、急激な円安、海外の政情不安や治安悪化、地域紛争、戦争、航空運賃の高騰、今般の新型

コロナウイルス感染症のようなパンデミックや伝染病の流行により、海外駐在者、海外渡航者数が急激に減少した場

合、アシスタンスサービス提供数が減少し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　特に新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延による影響が長期化する可能性も想定され、その場合、当社グループ

の経営成績に対する悪影響が継続するリスクがあります。

 

（官公庁からの受託業務に係るリスクについて）

　官公庁からの受注事業が計画どおりに予算執行されず受託業務が縮小等した場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

　特に厚生労働省から受託している「入国者等健康フォローアップセンター業務」が当社グループにおける売上に大

きく貢献していることから、入国規制措置の段階的な解除といった水際対策の緩和により、業務が縮小や終了した場

合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　上記のリスクが顕在化し、当社グループの経営成績に与える影響につきましては、合理的に予見することが困難で

あります。

　なお、当第３四半期連結累計期間における経営成績の状況に対する当該リスクの影響につきましては、「２　経営

者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」（１）財政状態及び経営成績の状況　①経営成

績の状況（医療アシスタンス事業）に記載のとおりです。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

　（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策を講じ、経済社会活動が正常

化に向かう中で、各種政策の効果もあり、景気が持ち直していくことが期待されるものの、長引くウクライナ情勢の

緊迫化、世界的に金融引締めが進む中での金融資本市場の変動、足元での急激な円安の進行や資源エネルギー価格の

高騰など、引き続き厳しい状況が続いております。

　当社グループの主要事業の業績に影響を与える出国日本人数につきましては、2020年１月下旬以降の新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い世界的に実施されていた入国制限が、緩和・全廃の動きが加速している影響で、７月は

277,945人（前年同月比543.6％増）、８月は386,412人（同485.0％増）、９月は319,200人（同509.6％増）と増加傾

向にあります（日本政府観光局（JNTO）調べ、９月はJNTO推計値）。また、海外からの訪日外客数は、７月は144,578

人（前年同月比183.2％増）、８月は169,800人（同555.2％増）、９月は206,500人（同1,065.3％増）と、日本におい

ては、９月からの外国人観光客向け添乗員なしパッケージツアーの受入れ再開、ワクチン接種者に対する陰性証明書

提示義務の廃止等もあり、９月の訪日外客数は、本年３月の外国人の新規入国再開以来初めて20万人を上回りました

（日本政府観光局（JNTO）調べ、８、９月はJNTO推計値）。

 

　医療アシスタンス事業の売上高は、上記のとおり出国日本人数と訪日外客数が新型コロナウイルス感染症拡大前の

水準には戻っていないものの、足元では着実に回復の兆しが見られ増加傾向にあり、また厚生労働省から受託した

「入国者等健康フォローアップセンター業務」および東京検疫所から受託した「検疫手続確認センター業務」が 売上

増に大きく貢献したことなどから、前年同期比で大幅に増加しました。

 

　ライフアシスタンス事業の売上高は、前年同期比で減少となりました。
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　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、4,745百万円（前年同期比61.7％増）と増収となりました。

このうち「入国者等健康フォローアップセンター業務」が1,970百万円、「検疫手続確認センター業務」が1,270百万

円と売上増に大きく貢献しました。

　また、売上原価は、厚生労働省から受託した「入国者等健康フォローアップセンター業務」の再委託費の増加によ

り3,761百万円（同56.0％増）と増加したものの、販売費及び一般管理費は365百万円（同6.7％増）に抑え、営業利益

は618百万円（同241.4％増）、経常利益は648百万円（同241.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は447百万

円（同229.8％増）を達成することができました。

 

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

 

(医療アシスタンス事業)

（ⅰ）海外旅行保険の付帯サービス

　海外旅行保険の付帯サービスに関しましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を引き続き受けているもの

の、出国日本人数が徐々に増加傾向にあり、売上高は前年同期比で増加しており、2019年第３四半期連結会計期間比

においても７割程の水準まで回復しております。

 

（ⅱ）法人向け医療アシスタンスサービス、留学生危機管理サービス、セキュリティ・アシスタンスサービス

　当社は医療アシスタンスサービスとセキュリティ・アシスタンスサービスの両サービスを企業・大学に提供してお

ります。

　法人向け医療アシスタンスサービスは、売上高が前年同期比で減少しましたが、セキュリティ・アシスタンスサー

ビスは、前年同期比で若干増加しました。また大学向けの留学生危機管理サービスは、新型コロナウイルス感染症の

世界的蔓延による留学のキャンセルが相次いでおりましたが、留学が徐々に再開し始めており、売上高が前年同期比

で増加しました。

 

（ⅲ）救急救命アシスタンス事業

　救急救命アシスタンス事業は、民間企業が海外の僻地で取り組む大規模建設工事現場にサイトクリニックを設置

し、常駐の医師・看護師・救急救命士が病人や怪我人の対応を行う事業（EAJプロジェクトアシスト）です。

　世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響をうけ、現場サイトでの新型コロナウイルス感染症への感染予防・

感染対策を行う日本人医療者派遣の需要が一時は拡大したものの、一部の大規模建設工事現場の工事完成による事業

終了もあり、前年同期比で売上高は減少しました。

 

（ⅳ）国際医療事業（医療ツーリズム）

　国際医療事業(医療ツーリズム)につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、新型コ

ロナウイルス感染症拡大前の水準には戻っておりませんが、売上高は前年同期比で増加しております。また、入国制

限の緩和に伴い、新規問い合わせや、過去に日本で治療、検査した方からの問い合わせが増えてきている事から、今

後の業績の回復が期待されます。

 

（ⅴ）訪日外国人向け緊急対応型医療アシスタンス事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、海外からの訪日外客数の大幅な減少に伴い、日本国内で外国人が病

気や怪我など不測の事態が起こった場合の医療アシスタンスサービスの提供機会は大幅に減少したままの状況が続い

ておりましたが、入国制限の緩和に伴い、売上高は前年同期比で若干増加しております。

 

（ⅵ）ワンストップ相談窓口

　厚生労働省や大阪府その他の自治体より、外国人診療に関する相談窓口事業を、順調に運営し、医療機関向けの相

談対応業務を実施しております。今後、地方自治体や医療機関との外国人患者受入に関する連携の一層の強化を目指

します。

 

（ⅶ）入国者等健康フォローアップセンター業務

　厚生労働省から受託した「入国者等健康フォローアップセンター業務」につきましては、全社対応による業務運営

が順調に進捗し、新型コロナウイルス感染症関連事業として、売上増加に大きく貢献しました。

 

（ⅷ）検疫手続確認センター業務

　東京検疫所から受託した「検疫手続確認センター業務」につきましても、「入国者等健康フォローアップセンター

業務」と同様に、新型コロナウイルス感染症関連事業として、売上増加に大きく貢献しました。

 

　これらの結果、医療アシスタンス事業の売上高は4,424百万円（前年同期比74.1％増）、セグメント利益は719百万

円（同321.7％増）となりました。
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(ライフアシスタンス事業)

　ライフアシスタンス事業では、既存取引先との契約見直しに伴い、前年同期比で売上高が減少しました。その結

果、ライフアシスタンス事業の売上高は320百万円（前年同期比18.6％減）、セグメント利益は167百万円（同32.1％

減）となりました。

 

 

②財政状態の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ164百万円増加し、3,967百万円と

なりました。主な増減要因としては、現金及び預金468百万円の減少、売掛金641百万円の増加、仕掛品36百万円の減

少、立替金31百万円の増加がありました。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ336百万円減少し、2,386百万円となりました。主な増減要因として

は、買掛金15百万円の増加、短期借入金170百万円の減少、未払法人税等87百万円の増加、賞与引当金31百万円の増加

がありました。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ500百万円増加し、1,580百万円となりました。主な増減要因とし

ては、利益剰余金422百万円の増加、為替換算調整勘定71百万円の増加がありました。

 

　（２）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はあり

ません。

 

　（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　（４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

　（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,304,000

計 8,304,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,519,600 2,519,600
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数は100株で

あります。

計 2,519,600 2,519,600 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2022年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2022年７月１日～

2022年９月30日
－ 2,519,600 － 312,001 － 98,001

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載する事ができないことから、直前の基準日（2022年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2022年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,518,100 25,181 －

単元未満株式 普通株式 1,200 － －

発行済株式総数  2,519,600 － －

総株主の議決権  － 25,181 －

（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式90株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本エマージェンシーア

シスタンス株式会社

東京都文京区小石川一丁目

21番14号
300 － 300 0.01

計 － 300 － 300 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,756,812 1,288,748

売掛金 1,093,676 1,734,755

仕掛品 62,698 26,543

立替金 471,752 502,849

その他 180,024 161,246

貸倒引当金 △3,113 △4,209

流動資産合計 3,561,850 3,709,934

固定資産   

有形固定資産 108,419 108,365

無形固定資産 45,684 59,208

投資その他の資産 87,044 89,550

固定資産合計 241,148 257,125

資産合計 3,802,999 3,967,059

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,410 22,632

短期借入金 ※ 1,380,000 ※ 1,210,000

１年内返済予定の長期借入金 14,938 12,000

未払法人税等 84,457 172,253

賞与引当金 － 31,960

その他 1,194,038 902,079

流動負債合計 2,680,844 2,350,925

固定負債   

長期借入金 20,000 11,000

その他 21,533 24,375

固定負債合計 41,533 35,375

負債合計 2,722,377 2,386,300

純資産の部   

株主資本   

資本金 312,001 312,001

資本剰余金 201,477 201,477

利益剰余金 497,571 920,334

自己株式 △482 △482

株主資本合計 1,010,566 1,433,330

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 45,388 116,923

その他の包括利益累計額合計 45,388 116,923

新株予約権 24,665 30,504

純資産合計 1,080,621 1,580,759

負債純資産合計 3,802,999 3,967,059
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

売上高 2,935,340 4,745,769

売上原価 ※ 2,412,000 ※ 3,761,971

売上総利益 523,340 983,797

販売費及び一般管理費 ※ 342,164 ※ 365,175

営業利益 181,176 618,622

営業外収益   

受取利息 1,459 1,065

為替差益 10,316 32,896

その他 1,158 1,115

営業外収益合計 12,933 35,077

営業外費用   

支払利息 3,659 4,540

その他 517 358

営業外費用合計 4,176 4,899

経常利益 189,932 648,800

特別利益   

固定資産売却益 5 14

受取和解金 7,000 -

特別利益合計 7,005 14

特別損失   

固定資産売却損 12 -

固定資産除却損 108 969

関係会社清算損 879 -

特別損失合計 1,000 969

税金等調整前四半期純利益 195,937 647,845

法人税等 60,099 199,890

四半期純利益 135,838 447,955

親会社株主に帰属する四半期純利益 135,838 447,955
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

四半期純利益 135,838 447,955

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 20,217 71,535

その他の包括利益合計 20,217 71,535

四半期包括利益 156,056 519,491

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 156,056 519,491
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより第１四半期連結会計期間より一部の医療支援サービス等については、履行義務を充足するにつれ

て、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積り

は原価比例法によっております。

　また、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、発生費

用の回収が見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しており、少額又は期間がごく短いサービスにつ

いては、サービス完了時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への

影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響は

ありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

見積り）に記載した、会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する前提に重要な変更は

ありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※　当社において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。

　これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年12月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年９月30日）

当座貸越極度額 2,520,000千円 2,520,000千円

借入実行残高 1,380,000千円 1,210,000千円

差引額 1,140,000千円 1,310,000千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　助成金収入に関して、売上原価及び、販売費及び一般管理費から控除している金額は次のとおりであります。

 
　前第３四半期連結累計期間

（自 2021年１月１日
　　至 2021年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日

　　至 2022年９月30日）

売上原価

販売費及び一般管理費

131,048千円

13,045千円

740千円

128千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年９月30日）

減価償却費 46,632千円 40,207千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

１．配当金支払額

(決　議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2022年２月25日

取締役会
普通株式 25,192千円 10円 2021年12月31日 2022年３月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額　　
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
医療アシスタンス

事業
ライフアシスタンス

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,541,180 394,160 2,935,340 - 2,935,340

セグメント間の内部売上

高又は振替高
- - - - -

計 2,541,180 394,160 2,935,340 - 2,935,340

セグメント利益 170,578 246,406 416,985 △235,809 181,176

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額　　
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
医療アシスタンス

事業
ライフアシスタンス

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 4,424,861 320,908 4,745,769 - 4,745,769

セグメント間の内部売上

高又は振替高
- - - - -

計 4,424,861 320,908 4,745,769 - 4,745,769

セグメント利益 719,385 167,392 886,778 △268,156 618,622

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

（単位：千円）

 

報告セグメント

医療アシスタンス
事業

ライフアシスタンス
事業

計

得意先別内訳    

中央省庁 3,286,353 - 3,286,353

民間・その他 1,138,507 320,908 1,459,415

顧客との契約から生じる収益 4,424,861 320,908 4,745,769

外部顧客への売上高 4,424,861 320,908 4,745,769

収益認識の時期    

一時点で移転される財又はサービス 695,526 8,128 703,655

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 3,729,334 312,779 4,042,114

顧客との契約から生じる収益 4,424,861 320,908 4,745,769

外部顧客への売上高 4,424,861 320,908 4,745,769
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益 53円92銭 177円82銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 135,838 447,955

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
135,838 447,955

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,519 2,519

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 53円89銭 177円79銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（千株） 1 0

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

――――――

 

 

 

――――――

 

 

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年11月11日

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 田中　淳一

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 大谷　はるみ

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本エマージェ

ンシーアシスタンス株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022

年７月１日から2022年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社及び連結子会社の2022年

９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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